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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレームが現在のエラーフレームまたはエラーフレーム次の正常フレームに分類される
場合、前記フレームのステーショナリ程度を含む複数のパラメータに基づいて、位相マッ
チングを利用する第１モードと反復とスムージングを利用する第2モードを含む複数のモ
ードのうち一つを選択する段階と、
　前記選択されたモードに基づいて、前記フレームに対して対応するエラー隠匿処理を行
う段階と、を含むフレームエラー隠匿方法。
【請求項２】
　前記複数のパラメータは、正常フレームごとに、次のエラーフレームにおいて、前記第
１モードを利用するか否かということを決定するために生成される第１パラメータと、前
記フレームの以前フレームにおいて、前記第１モードを利用した否かということによって
生成される第２パラメータと、を含むことを特徴とする請求項１に記載のフレームエラー
隠匿方法。
【請求項３】
　前記第１パラメータは、前記正常フレームのサブバンドのエネルギー値と、スペクトル
係数とを利用して生成されることを特徴とする請求項2に記載のフレームエラー隠匿方法
。
【請求項４】
　前記第１パラメータが選択されている場合、前記エラー隠匿処理を行う段階は 前記フ
レームがシングルエラーフレーム、バーストエラーフレームまたは次の正常のフレームで
あるかどうかに応じてエラー隠匿処理を行うむことを特徴とする請求項１に記載のフレー
ムエラー隠匿方法。
【請求項５】
　前記第2パラメータが選択されている場合、前記エラー隠匿処理を行う段階は 前記フレ
ームがシングルエラーフレーム、バーストエラーフレームまたは次の正常のフレームであ
るかどうかに応じてエラー隠匿処理を行うむことを特徴とする請求項１に記載のフレーム
エラー隠匿方法。
【請求項６】
　前記第１パラメータが選択されている場合、 前記エラー隠匿処理を行う段階は複数の
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前の正常のフレームから得られる位相マッチングされた信号を前記フレームにコピーする
ことを特徴とする請求項１に記載のフレームエラー隠匿方法。
【請求項７】
　前記第１パラメータが選択され、前記フレームは、現在のエラーフレームである場合、
前記エラー隠匿処理を行う段階は複数の前の正常のフレームから得られる位相マッチング
された信号を前記フレームにコピーして、前記
のフレームと隣接フレーム間のスムージング処理を行うことを特徴とする請求項１に記載
のフレームエラー隠匿方法。
【請求項８】
　前記スムージング処理は、前記現在フレームの開始部分に対する処理を含むことを特徴
とする請求項7に記載のフレームエラー隠匿方法。
【請求項９】
　前記スムージング処理は、前記現在フレームの開始部分と、終了部分とに対する処理を
含むことを特徴とする請求項7記載のフレームエラー隠匿方法。
【請求項１０】
　前記フレームが現在のエラーフレームである場合である、周波数ドメインでのエラー隠
匿処理を行う段階をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のフレームエラー隠匿方
法。
【請求項１１】
　請求項１ないし10のうちいずれか一つに記載の方法を実行させるコマンドを記録したコ
ンピュータで読み取り可能な記録媒体。
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